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参考になったこと 

・卒業後の進路については未知だったので、早い段階か

らいろいろ知ることができ嬉しかったです。勉強になり

ました。 

・作業所１つ１つ、一番利用する人のことを考えていて、

それぞれに良さがありよかったです。 

・作業の内容やグループホームのお話など、とても参考

になりました。今回拝見させていただいた施設で、もし

息子がお世話になるかもと想像しながらお話を伺いまし

たが、とても温かく、熱意が感じられて安心できました。

初めて参加したので、息子のために何を質問すれば良い

のかなど、全く分からなかったですが、先生や他の保護

者の方に質問していただけて、とても勉強になり参考に

なりました。 

・今回はテーマ別として生活介護と就労Ｂ型でしたが、

同じ就労Ｂでも施設によって違いがすごく分かりました。

施設の目的であったり、大切にしている所が各々違うの

で、選択するときに参考にすごくなりました。 

進対部・進路部への意見 

・高等部の親御さんが中心となる施設見学になるかと思

うのですが、うちはまだ少し先なので、面白そうな取組

（具体的にはないのですが）していそうな施設の見学も

あるといいなあと思っています。 

・まだ中２で学校内のことをよく把握できていないので

すが、高等部へ進むと、進路指導室等で将来に向けての

学校での様々な訓練（面接の体験等）実施するのでしょ

うか？→基本的には、実習をして出来ること出来な

いこと等総合的に判断した上で、就労の可否を検討

していただきます。必要に応じて面接指導等をおこ

なっています。 

・保護者の方とお話をしている中で、法律、制度等の仕

組み（？）や、自分の子どもがどんなサービス（？）が

受けられるのかを知らないという方が多かったです。堅

い話になるかもしれませんが、そういう事が知りたいと

思ったので、そういう会をしてほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路情報
育友会進路対策部第１回施設見学アンケート紹介 第 2回施設見学のようす 

 

サービス付き高齢者住宅 

ポータラカ 

卒業生の就職先ということ

で、施設内の見学と卒業生

の仕事の様子を見せていた

だきました。 

紀南障害者就業・ 

生活支援センター 

センターでの支援の具体

的な内容や働く上でどう

いう力をつけておいたらよ

いか等についてお話をい

ただきました。 

自立訓練事業所 

「フォレスクール」 

自立に向けての「学ぶ作業所」卒

業生によるクッキーの販売があり

ました。 

 

すまいる 

就労移行支援をおこなって

います。２年で一般就労を

目指す事業所と、B 型事業

所があります。 

就労継続 A「あゆみ福祉食堂宝来

店」で昼食をいただきました。ボリュ

ームたっぷりで安くておいしかったで

す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

卒業後の進路や生活を考える場合に押さえておき

たいポイントを簡単に言うと、“昼のサービス”と“夜

のサービス”ということになりますが、日中活動サー

ビス（昼のサービス）は、作業や創作活動、就職に向

けた訓練等の取り組みのことで、作業所での活動だけ

でなく、児童のデイサービス等もこれにあたります。 

また、住まいの場サービス（夜のサービス）は、夕食・

入浴・就寝・朝食・住む場所等、生活に関係する支援

を行うサービスで、施設入所や短期入所、グループホ

ーム等があります。 

 １日の活動が２つのサービスに分かれているので、

施設入所の場合にも、１日を１つのサービス利用で過

ごしているのではなく、日中活動と住まいの場、２つ

のサービスを利用していることになります。 

 これら２つのサービス区分に加え、自立支援医療を

含んだものが、障害福祉サービスになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

自立支援医療は、医療費の公費負担制度で、申請は市区町村の

窓口になります。 
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①概要 

通院による精神医療を継続的に要する者に対して自立支援医

療費を支給 

②対象となる精神疾患 

・統合失調症・気分障害・てんかん 

・神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 

・生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 

・成人の人格及び行動の障害・精神地帯・心理的発達の障害 

・小児期及び青年期に通常発生する行動及び情緒の障害 
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①概要 

身体障害者手帳交付者で、障害を除去、軽減する手術などの治

療を行う者に対して自立支援医療費を支給 

②対象となる障害と治療例 

・視覚障害･･･白内障→水晶体摘出手術 

 網膜はく離→網膜はく離手術 

・聴覚障害･･･鼓膜穿孔 →穿孔閉鎖術 

外耳性難聴→形成術 

・言語障害･･･外傷性又は手術後に生じる発音構語障害形成術 

・肢体不自由･･･関節硬直→人工関節置換術 

・内部障害･･･先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手

術後天性心臓疾患→ペースメーカー埋込み手術    等 
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①概要 

身体障害を有する児童で、生活の能力を得るために必要な手術

などの治療を行う者に対して自立支援医療費を支給 

②対象となる障害と治療例 

・視覚障害･･･白内障，先天性緑内障 

・聴覚障害･･･先天性耳奇形→形成術 

・言語障害･･･口蓋裂等→形成術 

・肢体不自由･･･先天性股関節脱臼等に対する関節形成術 

・内部障害･･･腎臓機能障害→人工透析療法  

鎖肛→人工肛門            等 

障害者総合支援法 
平成 25 年障害者総合支援法が施行されました。「障害者福祉サービス」は、障害の種類や程度、介護者、

居住の状況、サービスの利用に関する意向等及びサービス等利用計画案を踏まえ、個々に支給決定が行われ

る「障害福祉サービス」「地域相談支援」と、市町村等の創意工夫により利用者の方々の状況に応じて柔軟に

サービスをおこなう「地域生活支援事業」に大別されます。サービスは「介護給付」と「訓練等給付」に位置

づけされ、それぞれ、利用のプロセスが異なります。今回から数回この「障害福祉サービス」について少し説

明していきます。 

 

 

 

「日中サービス」と「住まいの場サービス」 

住まいの場サービス 

自立支援医療 
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